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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 固定された支持体と、少なくとも一方の面に光を反射するための鏡面が形成された可動
板と、この可動板と前記支持体との間を連結する弾性部材と、少なくとも前記可動板に設
けられ前記可動板及び前記支持体間に駆動力を発生するアクチュエータとを有し、少なく
とも前記可動板に設けられた前記アクチュエータに、前記弾性部材に設けられた電気要素
を介して所定の電気信号を印加して前記駆動力を発生させ、前記弾性部材の弾性変形によ
り前記可動板の偏向運動を行う光スキャナにおいて、前記弾性部材が複数の弾性層からな
り、この積層方向である前記弾性部材の厚み方向に略二等分の位置において、前記弾性層
間に前記電気要素を設けたことを特徴とする光スキャナ。
【請求項２】
 前記駆動力により前記弾性部材がねじり振動を行う請求項１記載の光スキャナであって
、前記弾性部材の厚み方向及び前記支持体から前記可動板に向かう方向に対して垂直な方
向である、前記弾性部材の幅方向に略二等分の位置において、前記弾性部材に前記電気要
素を設けたことを特徴とする光スキャナ。
【請求項３】
 前記可動板の変位を検出する検出手段を前記弾性部材または前記可動板に設け、前記電
気要素が前記検出手段の配線を含むことを特徴とする請求項１または請求項２記載の光ス
キャナ。
【請求項４】
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 前記検出手段は、前記弾性部材の変形から前記可動板の偏向角を検出する、前記弾性部
材に設けられたひずみ抵抗体であることを特徴とする請求項３記載の光スキャナ。
【請求項５】
 前記ひずみ抵抗体は、前記弾性部材の内部であって、その厚み方向及び幅方向において
周辺部近傍に設けられていることを特徴とする請求項４記載の光スキャナ。
【請求項６】
 前記支持体に磁石を設け、前記検出手段が、この磁石による磁界内で変位することによ
り起電力を発生する、前記可動板に設けられたコイルであることを特徴とする請求項３記
載の光スキャナ。
【請求項７】
 前記弾性部材は、前記可動板の両側を前記支持体に連結するように２つ設けられ、前記
アクチュエータに電気信号を印加するための電気要素を一方の弾性部材に設け、もう一方
の弾性部材にはダミーの電気要素を設けたことを特徴とする請求項１から請求項６のいず
れか１項記載の光スキャナ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源からの光を反射し、その反射光をスキャンさせるための光スキャナに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来の光スキャナとして、例えば、特公昭６０－５７０５２号公報に開示された光偏向素
子が知られている。この光偏光素子では、図２５に示すように、一つの絶縁基板１から少
なくともバネ部２と、このバネ部２によって支持される可動部３とを構成し、さらに可動
部３に反射鏡４とコイルパターン５とを設け、バネ部２、可動部３の形状と、反射鏡４お
よびコイルパターン５の形成とをホトリソグラフィとエッチング技術によって行うことを
特徴としている。この光偏向素子では、バネ部２がねじり振動することにより反射光の走
査を行っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来の光スキャナにおいては、コイルパターン５へ電流を供給する配線が弾性
部材であるバネ部２の表面に形成されている。これは、特公昭６０－５７０５２号公報に
記載の光偏光素子のように、従来の光スキャナは、バネ部２が単一の絶縁基板１から形成
されているため、バネ部２に配線を設けようとすれば、その表面に形成するしかないから
である。しかし、バネ部２の表面に配線を設ける構成では、バネ部２の曲げあるいはねじ
り振動の際にその表面に発生する大きな応力が、この配線に悪影響を及ぼすという問題が
生じる。そして、本来、光スキャナは繰り返し往復運動を行うものであるため、大きな応
力が配線に繰り返し作用すると、配線の劣化が生じ、最悪の場合には配線切れなどの故障
を引き起こしてしまう。
【０００４】
本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、配線などの電気要素の
劣化を防止し、長期的に電気要素の信頼性を維持可能な光スキャナを提供することを目的
とする。
【０００５】
【発明を解決するための手段】
このような目的を達成するため、本発明の光スキャナは、固定された支持体と、少なくと
も一方の面に光を反射するための鏡面が形成された可動板と、この可動板と前記支持体と
の間を連結する弾性部材と、少なくとも前記可動板に設けられ前記可動板及び前記支持体
間に駆動力を発生するアクチュエータとを有し、少なくとも前記可動板に設けられた前記
アクチュエータに、前記弾性部材に設けられた電気要素を介して所定の電気信号を印加し
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て前記駆動力を発生させ、前記弾性部材の弾性変形により前記可動板の偏向運動を行う光
スキャナにおいて、前記弾性部材が複数の弾性層からなり、この積層方向である前記弾性
部材の厚み方向に略二等分の位置において、前記弾性層間に前記電気要素を設けたことを
特徴とする。
【０００６】
この光スキャナでは、弾性部材の厚み方向において、弾性部材の弾性変形による応力が小
さい位置に電気要素を設けている。
さらに、本発明の光スキャナは、前記駆動力により前記弾性部材がねじり振動を行う光ス
キャナであって、前記弾性部材の厚み方向及び前記支持体から前記可動板に向かう方向に
対して垂直な方向である、前記弾性部材の幅方向に略二等分の位置において、前記弾性部
材に前記電気要素を設けたことを特徴とする。
【０００７】
この光スキャナでは、弾性部材がねじり振動を行うので、弾性部材の幅方向においても弾
性変形による応力が小さい位置に電気要素を設けている。
さらに、本発明の光スキャナは、前記可動板の変位を検出する検出手段を前記弾性部材ま
たは前記可動板に設け、前記電気要素が前記検出手段の配線を含むことを特徴とする。
【０００８】
この光スキャナでは、可動板の変位をモニタまたは制御するための検出手段を設け、この
検出手段の配線を、弾性部材の弾性変形による応力が小さい位置に設けている。
【０００９】
さらに、本発明の光スキャナは、前記検出手段が前記弾性部材の変形から前記可動板の偏
向角を検出する、前記弾性部材に設けられたひずみ抵抗体を有し、前記弾性部材の内部で
あって、その厚み方向及び幅方向において周辺部近傍に設けられていることを特徴とする
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
（第一実施形態）
本発明の第一実施形態に係る光スキャナついて、図１～図８を参照して説明する。
【００１２】
図１は、第一実施形態に係る光スキャナの構成を示す斜視図、図２は、図１に示す光スキ
ャナの中心軸線であるＡ－Ａ線に沿う断面図、図３は、図１のＢ－Ｂ線に沿う断面図であ
る。また、図４は、第一実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図、図５は、第一実
施形態に係る光スキャナの動作状態を示す図、図６～図８は、第一実施形態に係る光スキ
ャナの変形例を示す図である。
【００１３】
図１に示すように、本実施形態に係る光スキャナは、その自由端が振動される構造体１０
０と、この構造体１００の自由端に対向配置される永久磁石１５０とを有している。構造
体１００は、固定端である支持体１１０と、ミラーとしての反射面が設けられた可動板１
２０と、支持体１１０及び可動板１２０を連結する板バネ状の弾性部材１３０から構成さ
れる。可動板１２０にはその周縁近傍を周回するようにコイル１４０が設けられている。
コイル１４０内周部に位置するコイル端部からは、コイルを跨ぐように配線１４１が形成
され、弾性部材１３０に設けられた配線１４２を経由して電極パッド１４５に接続されて
いる。一方、コイル１４０外周部に位置するコイル端部は、そのまま弾性部材１３０に設
けられた配線１４３により電極パッド１４６に接続されている。光スキャナの製造工程上
、配線１４３と配線１４２とは同時に形成されるので、配線１４３とコイル端部の接続部
においては、配線に段差部１４４が形成されている。また、弾性部材１３０には貫通穴１
６０が設けられている。
【００１４】
ここで、永久磁石１５０は、その着磁方向が可動板１２０の振動方向に略平行であって、
コイル１４０の平面に対して上方あるいは下方約４５度の方向において永久磁石１５０下
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部あるいは上部先端が可動板１２０の先端部に対向する位置に配置される。また、貫通穴
１６０は、直線性の高い一次元的な走査を実現するため、その中心が弾性部材１３０の幅
方向の中心に位置し、幅方向に対して直交する中心軸線（図１のＡ－Ａ線）に関して軸対
称な形状であることが望ましい。これに加えて、貫通穴１６０は変位時に特定の箇所に応
力が集中しない形状、すなわち円または楕円、あるいは角が丸くなった多角形が適してい
る。
【００１５】
図２、図３を参照して、図１に示す光スキャナのＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線に沿う断面構造を説
明する。
図２に示すように、図１の光スキャナをＡ－Ａ線に沿った断面で見ると、支持体１１０は
、シリコン基板２００、窒化シリコン膜２１０、第一ポリイミド層２２０、第二ポリイミ
ド層２３０、第三ポリイミド層２４０を積層して構成され、可動板１２０は支持体１１０
の構成に加えて、第一ポリイミド層２２０上にコイル１４０が設けられる構成となってい
る。また、弾性部材１３０は、第一ポリイミド層２２０、第二ポリイミド層２３０、第三
ポリイミド層２４０を積層して構成され、貫通孔１６０が設けられている。シリコン基板
２００は、面方位が（１００）面のシリコン単結晶基板が用いられる。ポリイミドは弾性
を有する有機絶縁材料であり、その弾性係数はシリコン単結晶基板と比較してかなり小さ
いため、第一～第三ポリイミド層は、弾性変形可能な弾性薄膜となる。
【００１６】
図３に示すように、図１のＢ－Ｂ線に沿った断面で見ると、支持体１１０では、第二ポリ
イミド層上に配線１４２及び配線１４２よりも膜厚の厚い電極パッド１４５が設けられ、
第三ポリイミド層２４０には電極パッド１４２の部分に貫通孔が形成されている。また、
可動板１２０では、第二ポリイミド層２３０上にコイル１４０を跨ぐ配線１４１が設けら
れ、第一ポリイミド層２２０上には配線１４１とコイル１４０を接続する段差部１４７が
設けられている。第二ポリイミド層２３０には、この段差部１４７の部分に貫通孔が形成
されている。また、弾性部材１３０では、第二ポリイミド層２３０上に配線１４２が設け
られている。
【００１７】
ここで、第三ポリイミド層２４０の膜厚は、第一ポリイミド層２２０及び第二ポリイミド
層２３０の膜厚の和に略等しく形成されている。したがって、弾性部材１３０において、
第二ポリイミド層２３０上に設けられたコイル１４０は、弾性部材１３０の厚み方向に略
二等分の位置に配置されることになる。
【００１８】
次に、このような構成を有する光スキャナの動作について説明する。
コイル１４０には電極パッド１４５，１４６を介して図示しない電源より交流電流が印加
される。コイル１４０を流れる電流は構造体１００の自由端の近くに配置された永久磁石
１５０が作る磁場と相互作用し、コイル１４０は構造体１００の自由端近く設けられた部
分で特に力を受ける。つまり、永久磁石１５０とコイル１４０の一部とがアクチュエータ
の働きをする。コイル１４０を流れる電流が交流であるため、平面状のコイル１４０が受
ける力の向きは周期的に変化する。ここで、第一～第三ポリイミド層のうち、シリコン基
板２００と固定されていない部分は相対的に剛性が低く、この部分が板バネ状の弾性部材
１３０として機能し、可動板１２０は厚み方向に振動する。構造体１００の共振周波数は
、可動板１２０と弾性部材１３０の形状や材質によって一意的に決まり、この共振周波数
に等しい周波数の交流電流をコイル１４０に供給することにより、可動板１２０はその電
流値での最大の振幅で振動する。可動板１２０の反射面で反射される光は、可動板１２０
の偏向角によって決まる偏向角で往復走査される。
【００１９】
次に、本実施形態に係る光スキャナの構造体１００の製造方法について、図４を参照して
説明する。
図４（ａ）に示すように、面方位が（１００）面のシリコン基板２００は、洗浄後、その
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表面に低圧ＣＶＤ装置を用いて窒化シリコン膜２１０が成膜される。下面の窒化シリコン
膜２１０はドライエッチングによって部分的に除去されてパターニングされ、パターニン
グされた窒化シリコン膜２１０は、シリコン基板２００から支持体１１０と可動板１２０
を形成する際のマスクとして働く。また、上面の窒化シリコン膜２１０は、シリコン基板
２００から支持体１１０と可動板１２０を形成する際に、上面の窒化シリコン膜２１０の
上部に作製される構造体を、シリコン基板のエッチングプロセスから保護する役割を有す
る。
【００２０】
図４（ｂ）に示すように、上面の窒化シリコン膜２１０の上に、第一ポリイミド層２２０
が形成される。第一ポリイミド層２２０は、液状のポリイミド溶液をシリコン基板に塗布
し、印刷法あるいはスピンコーティング法によって均一に成膜し、焼結して製造される。
【００２１】
図４（ｃ）に示すように、第一ポリイミド層２２０の上に、コイル１４０が形成される。
コイル１４０は、スパッタリングによってアルミを成膜し、これをエッチングによってパ
ターニングして製造される。
【００２２】
図４（ｄ）に示すように、第一ポリイミド層２２０の上に、コイル１４０を覆う第二ポリ
イミド層２３０が形成される。第二ポリイミド層２３０は、第一ポリイミド層と同様に、
液状のポリイミド溶液を第一ポリイミド層２２０上に塗布し、印刷法あるいはスピンコー
ティング法によって均一に成膜し、焼結して形成される。
【００２３】
図４（ｅ）に示すように、第二ポリイミド層２３０の上に、配線１４２，１４３（図示せ
ず）が形成される。配線１４２，１４３（図示せず）はスパッタされたアルミをエッチン
グによりパターニングして形成される。この工程においては、図４（ｃ）において製造し
た平面状のコイル１４０を跨ぐ形で配線１４２を形成するため、まずコイル１４０内周部
端部の上部ポリイミドをエッチングで除去し、除去部分にアルミの成膜、パターニングに
よって層間のコンタクトを形成（図３に示す段差部１４７）してから、第二ポリイミド層
２３０上にアルミを成膜、パターニングする。また、図示しない段差部１４４も同様に形
成される。
【００２４】
図４（ｆ）に示すように、第二ポリイミド層２３０の上に、第三ポリイミド層２４０が設
けられる。第三ポリイミド層２４０は、第一、第二ポリイミド層２２０，２３０と同様に
、液状のポリイミド溶液を第二ポリイミド層２３０上に塗布し、印刷法あるいはスピンコ
ーティング法によって均一に成膜し、焼結して製造される。第三ポリイミド層２４０は、
弾性部材に所定の特性を持たせるように形成されると同時に、図４（ｅ）の工程で製造さ
れた配線１４２，１４３（図示せず）が、空気中に露出して経時変化を起こす事を防ぐ役
割を有する。さらに、第三ポリイミド層２４０の厚みは、第一ポリイミド層２２０と第二
ポリイミド層２３０の厚さの和に略等しく成膜され、完成状態で、弾性部材の内部に存在
する配線１４２，１４３（図示せず）が、弾性部材の厚み方向に略二等分の位置に配置さ
れる。
【００２５】
図４（ｇ）に示すように、第一～第三ポリイミド層２２０，２３０，２４０において、電
極パッド１４５，１４６（図示せず）の上に位置する部分、及び貫通穴１６０に相当する
部分とが、それぞれドライエッチングにより除去される。
【００２６】
図４（ｈ）に示すように、弾性部材１３０を形成するため、シリコン基板２００の下面の
パターニングされた窒化シリコン膜２１０をマスクにして、アルカリ性溶液を用いてシリ
コン基板２００を下面から異方性エッチングして除去する。この時、第一ポリイミド層２
２０の下にある窒化シリコン膜２１０は、シリコン基板２００がエッチングされ貫通され
た際に、第一ポリイミド層２２０を保護するマスク層として働く。
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【００２７】
図４（ｉ）に示すように、第一ポリイミド層２２０のマスク層となった窒化シリコン膜２
１０は、シリコン基板２００のエッチング後、ドライエッチングによって除去され、本実
施形態の光スキャナの構造体１００が得られる。
【００２８】
以上詳述した本実施形態に係る光スキャナによれば、構造体１００は一体に形成されるた
め、その後の組立作業は不要であり、超小型の光スキャナを大量に安価に生産することが
できる。また、構造体１００は半導体製造技術を応用して製造されるので、寸法精度が非
常に高く、よって特性のばらつきがきわめて少ない光スキャナを製造する事が可能である
。また、弾性部材１３０に、有機絶縁材料であるポリイミドを用いることにより、脆性破
壊が起きにくく、かつ大きな偏向角を得ることができる。また、コイル１４０と配線１４
２，１４３がポリイミドの表面に露出せず、内部に製造されているため、湿気による酸化
等の経時変化を押さえることが可能である。
【００２９】
さらに、本実施形態においては、弾性部材１３０において、配線１４２，１４３が厚み方
向に略二等分の位置に配置されている。通常、光スキャナの動作時には、弾性部材が大き
く変形し、その結果応力が発生する。本実施形態では、主として板バネである弾性部材１
３０の曲げ変形を利用して可動板１２０を駆動する構成となっているが、この場合には、
弾性部材１３０が凸に変形する表面には引張応力、凹に変形する表面には圧縮応力が生じ
る。従って、板バネ厚み方向の所定の位置において応力がほとんど生じない部分が存在し
、弾性部材１３０の弾性特性が厚み方向に一様であれば、厚み方向に略二等分の位置にお
いて応力がほとんど０となる。
【００３０】
つまり、従来技術のように配線を弾性部材の表面に配置すると、応力が高い位置に配線が
存在するため、繰り返し動作させると配線部の疲労による断線が起こりうるのに対し、本
実施形態の構成では、長期間の信頼性維持が可能となる効果を有する。本実施形態では、
弾性部材１３０を積層構造とし、この層間に配線１４２，１４３を設けることで、配線１
４２，１４３の厚み方向略二等分への配置を容易に実現している。また、ここで述べた効
果を得るためには、配線１４２，１４３を厚み方向に同じ位置に製造することが理想的で
ある。言い換えれば、半導体プロセスにおいて積層構造を形成する際に、同じ層に形成す
るのが理想的であり、そのために、コイル１４０と配線１４３の間には、段差部１４４を
設けている。
【００３１】
本実施形態に係る光スキャナは、例えば図５に示されるような状態で使用される。レーザ
光源３００は、コリメートされたレーザ光を、振動している可動板１２０の反射面に照射
し、可動板１２０の反射面で反射されたレーザ光３０１は一次元的に走査され、スキャン
ライン３０２が得られる。駆動信号として所定の電流を所定の周波数で印加することによ
り、所望の周波数および振幅での走査を行うことが可能である。本光スキャナは、従来の
スキャナよりも大幅な小型化が可能であるため、小型機器への応用に適しており、さらに
消費電力の低減が可能である。
【００３２】
本実施形態に係る光スキャナはその走査振幅を最大限に確保するために、通常はその共振
周波数において駆動される。共振周波数は、可動板１２０と弾性部材１３０の形状や材質
によって一意的に決まるが、厳密には、弾性部材の内部に配置される配線の機械的特性に
も若干影響される。本実施例においては、配線が弾性部材の厚み方向に略二等分の位置に
配置されているため、配線の機械的特性による共振周波数への影響が少ないという効果を
有する。
【００３３】
なお、本実施形態の各構成は、以上に述べたものには限定されず、各種の変形、変更が可
能である。例えば、平面状のコイル１４０は、スパッタ成膜とエッチング加工による製造
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でなく、めっきにより製造することも可能である。特に、大きな偏向角を必要とする場合
には、コイルの巻き数を増加させる必要があるが、断面積を増やさずに巻き数のみを増加
させるとコイルの抵抗値が増大し、電源電圧や消費電力の増大につながるが、めっきによ
り、スパッタよりもさらに厚膜のコイルを製造することにより、所定の仕様を満足するこ
とが可能となる。
【００３４】
また、コイル形状は、以上に述べたように、可動板の周縁部を周回するものには限定され
ず、例えば図６に示すように、可動板および支持体を含めた構造体の周縁部を周回する形
状でもよい。本変形例の場合には、弾性部材を経由する配線の本数が増加するため、個々
の配線の信頼性確保がより重要になり、配線部が弾性部材の厚み方向の略二等分位置に配
置されていることによる効果はより大きくなる。但し、本変形例においては、コイルと配
線部の明確な区別がなく、コイルの一部がアクチュエータとして働くと共に配線としても
働いており、段差を設ける必要がないため、両者を第一ポリイミド層と第二ポリイミド層
の間に形成し、第三ポリイミド層の形成工程を省略することが可能となる。この場合は、
第一ポリイミド層と第二ポリイミド層の厚みを等しくすることによって、コイル及び配線
を、弾性部材の厚み方向の略二等分位置に配置することが可能である。
【００３５】
本実施形態の駆動方法は、その共振周波数に等しい交流電流による往復駆動には限定され
ず、例えば可変の周波数による駆動、直流電流による駆動で静的な位置決めを行うことな
ども可能である。
【００３６】
さらに、本実施形態では永久磁石とコイルによるアクチュエータを用いる光スキャナにつ
いて述べたが、その変形例として、例えば図７、図８に示すように、静電アクチュエータ
を用いる光スキャナであっても、本発明を適用可能である。
【００３７】
本変形例においては、可動板１２０の表面に可動電極１７０を設け、一方、固定電極１８
０が図示しない固定部材に固定されて、可動電極１７０に対向して配置されている。可動
電極１７０には、電極パッド１９０、配線１４２，１４３、層間配線１７１，１７１を経
由して外部と電気的に接続可能に構成されている。電極パッド１９０及び固定電極１８０
をそれぞれ電源１９５に接続して電位差を与えると、固定電極１８０と可動電極１７０の
間に静電引力が作用し、可動板１２０が駆動される。静電引力は電磁間距離の二乗に反比
例するため、固定電極１８０と可動電極１７０はなるべく近接していることが望ましく、
本変形例では、図８に示すように、可動電極１７０は可動板１２０の固定電極１８０に対
向した表面に形成されるが、配線１４２，１４３は、弾性部材１３０の厚み方向の略二等
分位置に配置されており、永久磁石とコイルによるアクチュエータを利用する場合と同様
に、弾性部材１３０の変形時に応力を低減し、信頼性を確保できる効果がある。
（第二実施形態）
本発明の第二実施形態に係る光スキャナについて、図９～図２０を参照して説明する。図
９は、第二実施形態に係る光スキャナの構成を示す斜視図、図１０は、図９に示す光スキ
ャナのＡ－Ａ線に沿う断面図、図１１は、図９に示す光スキャナのＢ－Ｂ線に沿う断面図
である。また、図１２は、第二実施形態に係る光スキャナにおける可動板及び弾性部材の
上面図、図１３は、第二実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図、図１４～図１７
は、第二実施形態に係る光スキャナの配線に作用する応力のシミュレーション結果を示す
図、図１８は、第二実施形態に係る光スキャナのレーザ走査顕微鏡への応用を示す図、図
１９及び図２０は、第二実施形態に係る光スキャナの変形例を示す図である。
【００３８】
図９、図１０及び図１１に示すように、本実施形態に係る光スキャナは、可動板４０１、
板バネあるいはトーションバー状の弾性部材４０２及び支持体４０３からなる構造体４０
０と、永久磁石４０４から構成されている。可動板４０１を両側から支持するように、可
動板４０１はその両側が２つの弾性部材４０２により支持体４０３に連結されている。可
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動板４０１には光を反射するための反射面４０５が形成されており、図９における可動板
４０１の裏面がそれに対応する。第一実施形態と同様に、可動板４０１上には駆動コイル
４０６がその周縁部に形成されていると同時に、本実施形態においては、駆動コイル４０
６の内側に、振動検出コイル４２６が形成されている。可動板４０１の振動時には、振動
検出コイル４２６から可動板４０１の振動速度に比例した信号が得られる。可動板４０１
に用いる主材料には振動中に反射面が変形しないことが望まれる。本実施形態では、可動
板４０１の主材料として高剛性材料である単結晶シリコン（面方位は（１００））を用い
ている。さらに、この可動板４０１には、上記単結晶シリコンの他に、窒化シリコン、ア
ルミ、ポリイミド材料が用いられている。
【００３９】
窒化シリコンは、光スキャナを製造するときのマスク材料として用いられるものの残留物
でシリコンとの絶縁に用いられ、アルミは駆動コイル４０６の配線と駆動コイルの始点及
び終点にある電極パッド４０７、検出コイル４２６の配線と検出コイルの始点及び終点に
ある電極パッド４２７として、場合によっては反射面４０５のミラー材料としても用いら
れる。ポリイミドは、駆動コイル４０６、検出コイル４２６を上下から挟み込むように形
成されており、コイル配線間の絶縁と、電極パッド４０７、４２７も含めて電気要素が大
気に触れないようにしている。
【００４０】
弾性部材４０２は、可動板４０１から延在するポリイミド膜を主材料としており、図９に
示すように可動板４０１の左右に１本ずつ形成されている。図中右側の弾性部材４０２の
内部には、電極パッド４０７，４２７から支持体４０３に向かう配線４０８が４本形成さ
れている。配線４０８もアルミにより形成されている。一方、図中左側の弾性部材の内部
には、ダミーとしてどこにも接続されていない配線４２８が４本形成されており、左右の
弾性部材４０２の機械的特性が略等しくなっている。
【００４１】
また、可動板４０１を囲むように形成された支持体４０３は、光スキャナを外部に固定す
るための接着部として用いられる一方、外部からの電力を、配線４０８を通して駆動コイ
ル４０６に供給するための電極パッド４０９が４個形成されている。本実施形態において
は、４個の電極パッド４０９から外部への配線を例えばフレキシブルプリント基板を用い
て一工程で行うために、電極パッド４０９をすべて同じ側（図中右側）の支持体４０３上
に近接して形成している。
【００４２】
この支持体４０３は、主材料として単結晶シリコンを用いている。単結晶シリコンは剛性
が高いため、外部に固定する際に好都合である。その他に、支持体４０３には、光スキャ
ナを製造するときのマスク材料となる窒化シリコンと、電極パッド４０９及び配線４０８
，４２８を形成するアルミと、配線４０８を上下から挟み込むことによって大気に触れな
いようにするためのポリイミド膜などが用いられている。このポリイミド膜は可動板４０
１、弾性部材４０２から延在している。また、支持体４０３の単結晶シリコンと可動板４
０１で用いられる単結晶シリコンは同一基板から形成されている。
【００４３】
本実施形態に係る光スキャナは、可動板４０１の振動する両端部にそれぞれ対向するよう
に、支持体４０３上に二つの永久磁石４０４を配置している。また、永久磁石４０４は、
その着磁方向が可動板４０１の板厚方向に平行であって、可動板４０１先端から駆動コイ
ル４０６に対して上方あるいは下方約４５度の延長線上に永久磁石４０４下部あるいは上
部先端が位置するように配置されている。
【００４４】
図１２に、可動板４０１及び弾性部材４０２を上面より見た上面図を示す。図１２におい
ては、駆動コイル４０６、検出コイル４２６及び配線４０８，４２８も便宜的に図示して
いる。駆動コイル４０６は可動板４０１の周縁部に設けられ、駆動コイル４０６の内側に
は検出コイル４２６が形成されている。弾性部材４０２内部を経由して可動板と支持体の
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間を結ぶ４本のリード線４０８は、すべて図中右側の弾性部材４０２を通っており、一方
図中左側の弾性部材４０２内部には、ダミー配線４２８が４本形成されている。
【００４５】
本実施形態に係る弾性部材４０２は複数のポリイミド層から形成されており、弾性部材４
０２の厚み方向に略二等分の位置のポリイミド層間に配線４０８，４２８が形成されてい
る。また、弾性部材４０２の幅方向における配線４０２，４２８の配置は、略二等分の位
置を中心として対称に、近接して配置されている。
【００４６】
次に、本実施形態に係る光スキャナの動作を説明する。
駆動コイル４０６に接続された２個の電極パッド４０９から交流電流を印加することによ
り、駆動コイル４０６には永久磁石４０４との相互作用によってローレンツ力が発生する
。この力の向きは、永久磁石４０４と駆動コイル１０６の位置関係によって決まり、この
場合、可動板１０１の板厚方向に力が発生する。従って、可動板４０１の基本振動は、２
本の弾性部材４０２の長手方向の中心軸を回転軸としたねじり振動となる。ねじり振動を
発生させるモーメントは、永久磁石４０４近傍のコイル配線４０６に生じるローレンツ力
と、２本の弾性部材４０２の長手方向の中心軸から永久磁石４０４近傍のコイル配線まで
の距離の積によって決まる。ローレンツ力は永久磁石４０４の特性、駆動コイル４０６の
ターン数、配線長、電流、永久磁石４０４から駆動コイル４０６までの距離等によって決
まる。駆動コイル４０６が可動板最外周を周回するように形成されるのは、発生力量およ
びモーメントを少しでも大きくするためである。
【００４７】
支持体４０３を外部に固定し、駆動コイル４０６に交流電流を印加すれば、可動板４０１
は支持体４０３と弾性部材４０２の境界部を固定端とした振動を開始する。この場合、永
久磁石４０４と、駆動コイルのうち永久磁石４０４に対向する部分とがアクチュエータと
して働く。可動板４０１と弾性部材４０２の形状や材質によって一意的に決定される共振
周波数に等しい周波数で交流電流を印加することにより、可動板４０１はその電流値にお
ける最大の振幅で振動を開始する。
【００４８】
一方、可動板４０１が振動すると、振動検出コイル４２６が永久磁石４０４により形成さ
れる磁界内で運動するため、電磁誘導により振動検出コイル４２６に起電力が発生する。
この起電力の極性は、振動検出コイル４２６の運動の向きによって決定され、絶対値は、
磁束密度、コイル巻き数、コイル運動の速度、磁界内のコイル長さ等で決定される。従っ
て、振動検出コイル４２６からは、可動板４０１の振動速度に比例した信号が出力され、
これをもとに振動状態をモニタあるいは制御することが可能である。
【００４９】
次に、図１３を参照して、本実施形態に係る光スキャナの製造方法を説明する。
この光スキャナは半導体製造技術によって製造することができる。まずシリコン基板４１
０は洗浄し、低圧ＣＶＤ装置を用いて窒化シリコン膜４１１を成膜する（図１３（ａ））
。シリコン基板４１０の両面に形成された窒化シリコン膜４１１は可動板４０１と支持体
４０３を分離する際のマスク材料として用いられる。そのため、裏面の窒化シリコン膜４
１１はフッ素系のドライエッチングによって、シリコンが除去される部分を予め除去して
おく（図１３（ｂ））。パターニングされた面と逆の面の窒化シリコン膜４１１上に第一
ポリイミド層４１２を形成する（図１３（ｃ））。形成方法としては、液状のポリイミド
溶液を窒化シリコン膜４１１上に塗布し、印刷法あるいはスピンコーティング法によって
均一に成膜し、焼結する手法を用いる。
【００５０】
第一ポリイミド層４１２上にスパッタしたアルミをエッチングすることによって、駆動コ
イル４０６、検出コイル４２６、電極パッド４０７，４２７（図示せず），４０９を形成
する（図１３（ｄ））。第二ポリイミド層４１３は、第一ポリイミド層４１２と同様に液
状のポリイミド溶液を第一ポリイミド層４１２上に塗布し、印刷法あるいはスピンコーテ
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ィング法によって均一に成膜され、焼結される。この時、電極パッド４０７、４２７及び
４０９上のポリイミドは除去しておく（図１３（ｅ））。
【００５１】
第二ポリイミド層４１３上にスパッタされたアルミをエッチングすることによって、配線
４０８、ダミー配線４２８を形成する（図１３（ｆ））。第三ポリイミド層４１４は弾性
部材４０２の剛性を決定すると同時に、配線４０８、ダミー配線４２８、電極パッド４０
７，４２７（図示せず）を大気から保護する目的で成膜される。さらに、弾性部材４０２
において、第二ポリイミド層４１３上に設けられた配線４０８及びダミー配線４２８が、
弾性部材４０２の厚み方向に略二等分の位置に配置されるように、第三ポリイミド層４１
４の厚みが決定される。成膜後、電極パッド４０９上のポリイミドは除去される（図１３
（ｇ））。電極パッド４０９は外部との配線接続に使用されるため、例えばワイヤボンデ
ィングに適するように、さらにスパッタによってアルミ４２１を積層する（図１３（ｈ）
）。可動板４０１と支持体４０３を形成するために、アルカリ性溶液を用いてシリコン基
板４１０の裏面からシリコンの異方性エッチングを行う（図１３（ｉ））。
【００５２】
この時、弾性部材４０２を形成する第一ポリイミド層４１２の下面には窒化シリコン膜４
１１があり、シリコン基板４１０が貫通エッチングされた際に、第一ポリイミド層４１２
を保護するための保護層になる。シリコンの貫通エッチング後に弾性部材１０２、可動板
１０１、支持体１０３の裏面に露出した窒化シリコン膜４１１は、ドライエッチングによ
り除去される（図１３（ｊ））。
【００５３】
その後、図１３には図示しないが、可動板４０１、弾性部材４０２及び支持体４０３を形
成するために、第一～第三ポリイミド層４１２，４１３，４１４を裏面から除去する酸素
系のドライエッチングを行い、必要に応じて光を反射する面にアルミをスパッタして反射
率の高い反射面４０５を形成すれば、光スキャナの完成となる。
【００５４】
以上詳述した本実施形態に係る光スキャナによれば、構造体４００は半導体製造技術を利
用して一体に形成されるため、その後の組立作業は不要であり、超小型の光スキャナを安
価に大量生産することができると共に、寸法精度が非常に高く、よって特性のばらつきが
きわめて少ない光スキャナを製造できる。また、弾性部材４０２に、有機絶縁材料である
ポリイミドを用いることにより、脆性破壊が起きにくく、且つ大きな偏向角を得ることが
できる。また、駆動コイル４０６、検出コイル４２６、配線４０８及びダミー配線４２８
がポリイミドの表面に露出せず、内部に形成されているため、湿気による酸化等の経時変
化を押さえることが可能である。
【００５５】
さらに、本実施形態においては、弾性部材４０２において、配線４０８が厚み方向に略二
等分の位置に配置されている。通常、本実施形態に係る光スキャナようなトーションバー
型光スキャナの動作時には、弾性部材４０２が大きくねじれ変形し、その結果応力が発生
する。その際、当然ながら弾性部材４０２内部に配置されている配線４０８にも応力が作
用することになる。配線４０８に作用する応力は、曲げ、引張、ねじれ応力等があるが、
有限要素法によるシミュレーション結果によると、曲げあるいは引張応力の絶対値がねじ
れ応力よりもかなり大きい。引張、曲げ応力に注目し、配線位置を弾性部材４０２の厚み
方向に変化させた際の、配線４０８に作用する引張、曲げ応力のシミュレーション結果を
図１４及び図１５に示す。
【００５６】
上記シミュレーションにおいては、４本のアルミ配線４０８の断面形状は幅１００μｍ、
厚さ２μｍ、配線中心間隔は２００μｍに設定し、弾性部材４０２の幅方向の二等分線に
対して対称に配置している。また、図１４，１５の横軸の配線位置は、弾性部材４０２の
厚み方向二等分位置を０とし、図１０において上方向を正、下方向を負としている。この
結果より、引張応力は、配線４０８が弾性部材４０２の厚み方向の略二等分位置から離れ
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れば離れるほど応力値が高い。また、曲げ応力に関しても、変化率はそれほど高くないも
のの、やはり厚み方向の二等分位置から離れれば離れるほど応力値が高くなる傾向にあり
、両者の影響を総合すると、厚み方向の二等分位置において応力値が最小となる。
【００５７】
以上の結果より、従来技術のように、配線４０８を弾性部材４０２の表面に配置する構成
においては、応力が高い位置に配線４０８が存在するため、繰り返し動作させると配線部
の疲労による断線が起こりうるのに対し、本実施形態の構成では、長期間の信頼性維持が
可能であることが解る。
【００５８】
さらに、本実施形態においては、弾性部材４０２の幅方向の略二等分位置を中心に４本の
配線４０８が対称で且つ二等分位置近傍に集中して配置されている。この効果について図
１６及び図１７を参照して、以下に説明する。図１６，１７に、４本の配線４０８が弾性
部材４０２の内部に配置されている場合に、配線中心相互の間隔を変化させた場合の応力
値のシミュレーション結果を示す。配線相互の間隔が大きい場合は、弾性部材４０２を上
面から見た際に、配線４０８が弾性部材４０２の周辺近くに配置されることに相当する。
シミュレーション結果を見ると、支配的である曲げ応力の値は、配線４０８が中心付近に
配置されているほど小さくなることが解る。このことから、弾性部材幅方向においても、
幅の略二等分の位置近傍に集中して配線４０８を配置する本実施形態の光スキャナによれ
ば、配線部の長期間の信頼性維持が可能となることが解る。
【００５９】
本実施形態に係る光スキャナは、第一実施形態に係る光スキャナと同様に、振動している
可動板に外部から光を照射することによって、反射光が一次元的に走査され、例えば図１
８に示すようにレーザ走査顕微鏡に使用可能である。レーザ光源１００１からの出射光は
、レンズ１００２で集光されてピンホール１００３を通過し、さらにダイクロイクミラー
１００４を通過した後にレンズ１００５でコリメートされ、Ｘ方向、Ｙ方向それぞれの走
査用ミラー１００６，１００７として、本実施形態に係る光スキャナ（円内に示す）が２
個使用される。走査された光はさらに対物レンズ１００８により集光されて試料１００９
の表面上を２次元に走査される。試料１００９からの反射光は、逆方向に進み、レンズ１
００５を通過した後ダイクロイクミラー１００４で反射されてピンホール１０１０の位置
で集光され、通過した光のみがホトマルチプライヤ１０１１に到達して検出される。
【００６０】
本実施形態に係る光スキャナがレーザ走査顕微鏡に使用される際、例えばＸ方向ミラー１
００６は高速スキャン用、Ｙ方向ミラー１００７は低速スキャン用として使用され、試料
１００９の表面をラスタスキャンする。Ｘ方向ミラー１００６においては、高速で且つ一
定の走査長を確保する必要があるため、通常可動板４０１は、その共振周波数において駆
動される。共振周波数は、可動板４０１と弾性部材４０２の形状や材質によって一意的に
決まるが、厳密には、弾性部材４０２内部に配置される配線４０８の機械的特性にも若干
影響される。本実施形態においては、配線４０８が、弾性部材４０２の厚み方向に略二等
分、且つ弾性部材の幅方向にも略二等分の位置に配置されており、配線４０８の機械的特
性による共振周波数への影響が少ない。一方、Ｙ方向ミラー１００７は、Ｘ方向ミラー１
００６と比較すると低速走査で良いため、所定の走査長が確保できれば共振周波数による
駆動でも非共振状態での駆動でもよい。可動部小型化が可能な本実施形態に係わる光スキ
ャナを使用することにより、従来の光スキャナを使用する場合に比較して高速化が容易に
なる。特に高速が必要なミラー（本実施形態ではＸ方向ミラー１００６）に使用すること
により、レーザ走査顕微鏡による高速観察を行うことが可能となる。
【００６１】
なお、本実施形態の各構成は、以上述べた構成には限定されず、各種の変形、変更が可能
である。例えば、駆動コイル４０６、検出コイル４２６は、スパッタ成膜とエッチング加
工による製造でなく、めっきにより製造することも可能である。特に、大きな偏向角を必
要とする場合には、コイルの巻き数を増加させる必要があるが、断面積を増やさずに巻き
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数のみを増加させるとコイルの抵抗値が増大し、電源電圧や消費電力の増大につながるが
、めっきにより、スパッタよりもさらに厚膜のコイルを製造し、高アスペクト比化するこ
とにより、所定の仕様を満足することが可能となる。また、駆動コイル４０６を高アスペ
クト比化すると、駆動コイル４０６の占有幅を縮小できる可能性があり、その結果、検出
コイル４２６をより可動板４０１の周縁部に近い位置に配置することが可能となる。これ
により、検出コイルの感度の向上という効果を得ることも可能である。
【００６２】
また、本実施形態においては、駆動コイル４０６と検出コイル４２６が別体に設けられて
いるが、一つのコイルによって駆動用と検出用のコイルを兼用することも可能である。例
えば、コイルを電源に接続して駆動コイルとして作用させる場合と、コイルを検出回路に
接続して検出コイルとして作用させる場合とを切替えるために切替えスイッチを設け、駆
動及び検出を時分割で切替えることによって実現できる。
【００６３】
本実施形態の駆動方法は、その共振周波数に等しい交流電流による往復駆動には限定され
ず、例えば可変の周波数による駆動、直流電流による駆動で静的な位置決めを行うことな
ども可能である。
【００６４】
また、本実施形態では、永久磁石とコイルによるアクチュエータを利用する場合について
述べたが、例えば静電アクチュエータを利用することも可能である。図１９は、静電アク
チュエータを用いた場合の構成を示す斜視図、図２０は、図１９のＡ－Ａ線に沿う断面図
である。
【００６５】
本変形例においては、可動板４０１の表面に２つの可動電極４５１，４５２を設け、一方
、固定電極４５３が図示しない固定部材に固定されて、可動電極４５１，４５２に対向配
置されている。可動電極４５１，４５２には、電極パッド４０９、配線４０８、層間配線
４５４を経由して外部と電気的に接続可能となっており、電極パッド４０９及び固定電極
４５３がスイッチ４５５を介して電源４５６に接続されている。スイッチ４５５は、固定
電極４５３及び移動電極４５１間、または固定電極４５３及び移動電極４５２間に電圧を
印加するかを選択可能になっており、電位差を与えると、固定電極４５３とスイッチ４５
５で選択された可動電極４５１または４５２との間に静電引力が作用し、可動板４０１が
所定の方向に駆動される。本変形例においても、可動電極４５１，４５２は可動板４０１
の表面に形成されるが、配線４０８は、弾性部材４０２の厚み方向の略二等分位置に配置
されており、本実施形態の永久磁石とコイルによるアクチュエータを利用する場合と同様
に、弾性部材４０２の変形時に配線４０８にかかる応力を低減し、信頼性を確保できる効
果がある。
【００６６】
本変形例の駆動方法は、以上に述べたスイッチ切替えには限定されず、例えば２個の可変
電極をそれぞれの可動電極に接続して、所定の信号を印加することによっても実現可能で
ある。
（第三実施形態）
本発明の第三実施形態に係る光スキャナについて、図２１～図２４を参照して説明する。
図２１は、本実施形態に係る光スキャナの弾性部材５０２を示す上面図、図２２は、図２
１のＡ－Ａ線に沿う断面図、図２３は、第三実施形態に係る光スキャナの制御回路を示す
ブロック図、図２４は、第三実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図である。
【００６７】
本実施形態に係る光スキャナは、第二実施形態の光スキャナにさらにひずみゲージを内蔵
し、ひずみ量を検出することにより振動のモニタリングを行い、反射面を有する可動板が
常に共振周波数で振動するように自励発振回路を備えている。その他の構成は、第二実施
形態の光スキャナと同様であるので、共通する構成要素には対応する番号を付し、説明を
省略する。
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【００６８】
図２１に、本実施形態に係る光スキャナにおける弾性部材５０２の上面図を示す。なお、
本図では説明の便宜上、弾性部材の内部に配置された配線５０８を図示している。光スキ
ャナは第二実施形態と同様の、トーションバー型の構造を有している。弾性部材５０２の
内部には、第二実施形態と同様に駆動コイル５０６に接続された２本の配線５０８が、厚
み方向に略二等分の位置で、幅方向に略二等分の位置に対して対称で且つ二等分の位置近
傍に集中して配置されている。第二実施形態では可動板に駆動検出コイルも形成されてい
たが、本実施形態においては、検出コイルは存在しない。検出コイルの代わりに、弾性部
材５０２の変形量を測定して可動板５０１の変位を偏向角により検出するひずみゲージ５
３０が、弾性部材５０２の四隅に４個配置されている。ひずみゲージ５３０を形成するに
は、通常、ポリシリコンにリンをドープする方法、あるいは白金やチタンの薄膜を使用す
る方法等があり、いずれも半導体プロセスを利用して薄膜状に形成することが可能である
。４個のひずみゲージ５３０からの４本の配線５３１のうち、可動板５０１と弾性部材５
０２の境界部に形成されたひずみゲージ５３０に接続する２本の配線５３１は、弾性部材
５０２内部を通って支持体５０３に達する。配線５３１からのひずみゲージ５３０の出力
は、支持体５０３上または光スキャナの外部に設けられた、ひずみによる抵抗変化を検出
するブリッジ回路等（図示せず）に供給される。
【００６９】
ところで、第一、第二実施形態においては、配線を、弾性部材内部において応力が極力少
ない部分に配置することによる効果について説明したが、一方、本実施形態においては、
ひずみゲージによる検出感度を極力高くすることが望ましい。従って、これらの素子は、
ひずみがもっとも大きい部分、すなわち、通常の場合応力がもっとも大きい部分に配置さ
れることが望ましい。第二実施形態において、ねじり変形状態の弾性部材内部の応力状態
について説明したが、基本的に弾性部材の厚み方向、幅方向とも周辺部に近づくほど応力
が高くなることが示されているため、ひずみゲージの配置はそのような場所にすることが
望ましい。
【００７０】
従って、図２１においては、上面より見た際に長方形形状をした弾性部材５０２の略四隅
の位置に、ひずみゲージ５３０が配置されている。また、弾性部材５０２の厚み方向の配
置に関しては、応力の絶対値のみに注目すると、表面に配置することが理想的であるが、
ひずみゲージ５３０が空気中に露出することによる経時変化の可能性が高いため、弾性部
材５０２の内部であって、且つ周辺部に近い位置に配置することが最適であると考えられ
る。
【００７１】
図２２に、弾性部材５０２の図２１のＡ－Ａ線に沿った断面図を示す。本図では、説明の
便宜上配線５３１も図示している。本図に示すように、ひずみゲージ５３０は、弾性部材
５０２の厚み方向において、図中下面近傍の弾性部材５０２内部に配置されている。一方
、配線５３１は、駆動コイルからの配線５０８（図示せず）と同様に、弾性部材５０２の
厚み方向略二等分の位置に配置されている。ひずみゲージ５３０と配線５３１の間は、層
間配線５３２によって接続されている。
【００７２】
次に、本実施形態に係る光スキャナの動作について説明する。駆動コイル５０６に電流が
印加され可動板５０１が変位すると、ひずみゲージ５３０によって弾性部材５０２のひず
み量が計測される。図２４にその制御回路のブロック図を示しているが、ひずみゲージ５
３０から得られた信号はひずみ量検出回路５５１で増幅される。ひずみ量検出回路５５１
からの出力信号は交流であり、例えば入力波形が正弦波の場合、ひずみ量検出回路５５１
の出力も正弦波である。ひずみ量検出回路５５１からの出力信号はＢＰＦ（Ｂａｎｄ　Ｐ
ａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）５５２に入り、共振周波数近傍以外のノイズ信号が除去される。
ＢＰＦ５５２を通過した信号は位相器５５３によって位相が調整される。位相器５５３は
、光スキャナが共振周波数で振動しているときの入力波形に対する出力波形の位相ずれを
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補正し、補正後の信号をアンプ５５４に出力する。アンプ５５４は電源を兼ねており、最
大電圧値を規定し、これにより共振時の可動板５０１の偏向角が一定に保たれる。ひずみ
量検出回路５５１、位相器５５３、アンプ５５４は自励発振回路を構成しており、これに
より可動板５０１は常に共振周波数で駆動するよう制御される。
【００７３】
図２４に、本実施形態に係る光スキャナの製造方法を示す。基本的には第二実施形態に示
したものと同様であるが、若干異なる部分のみを以下に説明する。
第一ポリイミド層５１２を形成し、アルミのパターニングで駆動コイル５０６及び電極パ
ッド５０７，５０９を形成した後であって、第二ポリイミド層５１３を形成する前に、所
定の位置（弾性部材の四隅近傍が望ましい）にひずみゲージ５３０を形成する（図２４（
ｄ））。使用される材料は前述の通りである。この際に、ひずみゲージ５３０を応力の高
い位置に配置するためには、第一ポリイミド層５１２を、その内部に配置される電気要素
の信頼性を確保できる前提で極力薄くすることが望ましい。なお、この場合、コイル５０
６等も厚み方向に同じ位置に形成されるが、いずれの電気要素も可動板５０１あるいは支
持体５０３となる部分に形成され、剛性が高いため、これらの電気要素に作用する応力は
ほとんど無視できる。また、図中左側の弾性部材５０２には、弾性部材５０２の特性を左
右で略同じにするために、ダミーゲージ５４０を形成する。以下、図中左側の弾性部材５
０２内部には、右側の弾性部材５０２に形成する電気要素と同様のものを同じ理由で形成
するが、説明は省略する。
【００７４】
続いて、第二ポリイミド層５１３の形成を行い、電極パッド５０７，５０９の上部を層間
配線５３２用にパターニングすると同時に、ひずみゲージ５３０の上部も同様にパターニ
ングする（図２４（ｅ））。さらに、パターニングされた部分に層間配線５３２，５４２
等を形成し、その上に駆動コイル５０６に接続する配線５０８と、ひずみゲージ５３０、
ダミーゲージ５４０に接続する配線５３１，５４１（図示せず）を形成する（図２４（ｆ
））。配線５３１，５４１は、弾性部材５０２内を通過するため、第一、第二実施形態と
同様に、弾性部材内で、厚み方向に略二等分の位置に配置されることが望ましい。残りの
工程は第二実施形態に示したものと同様である。
【００７５】
本実施形態に係る光スキャナによれば、弾性部材５０２内にひずみゲージ５３０を配置し
、弾性部材５０２の変形量を直接測定することによって、可動体５０１の偏向角を直接求
めることが可能である（第二実施形態に示す検出コイルの場合は、速度信号を積分する必
要があり、周波数の低い場合には使用できない）。ひずみゲージ５３０は、半導体プロセ
スを利用して、光スキャナ本体と一体にモノリシックに製作できるため、大幅な製作工程
の変更なしに集積化することが可能である。
【００７６】
さらに、本実施形態においては、弾性部材５０２の内部に配線５０８，５３１等の電気要
素を配置しており、長期間の信頼性維持が可能である。加えて、配線に関しては、その応
力を低減するために、弾性部材の厚み方向に略二等分の位置で、幅方向にも二等分の位置
付近に集中して配置することにより、配線切れ等を極力押さえると同時に、検出素子であ
るひずみゲージに関しては、その感度を極力大きくするために、厚み方向、幅方向ともに
極力ひずみの大きい場所に配置しており、スキャナ特性を最適化することが可能である。
【００７７】
本実施形態のスキャナは、第二実施形態と同様に、レーザ走査顕微鏡等に使用可能である
。
なお、本実施形態は、弾性部材５０２が主としてねじり振動を行う場合に関してのみ説明
したが、第一実施形態に示したように、弾性部材５０２が主として曲げ振動を行う場合に
関しても適応可能である。但し、曲げ振動の場合は、弾性部材の幅方向の配置はそれほど
重要ではなく、厚み方向の配置のみを最適化することにより、光スキャナとして特性を最
適化することが可能である。
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【００７８】
また、本実施形態では、弾性部材の変形量を測定するためにひずみ抵抗効果を利用してい
るが、抵抗体の体積変化による抵抗値変化を利用しても良い。さらに、第一、第二実施形
態の説明において述べたような各種の変形が可能であることは言うまでもない。
【００７９】
【発明の効果】
以上述べたように、弾性部材の厚み方向に略二等分の位置において、弾性層間に電気要素
を設けた本発明によれば、電気要素の劣化を防止し、長期的に電気要素の信頼性を維持す
る光スキャナを提供することができる。
【００８０】
また、弾性部材の幅方向に略二等分の位置に電気要素を設ける本発明によれば、さらに電
気要素の劣化を防止できる。
また、可動板の変位を検出する検出手段を弾性部材または可動板に設け、電気要素が検出
手段の配線を含む本発明によれば、検出手段の出力から可動板の振動を制御することがで
きると共に、検出手段の配線の劣化も防止できる。
【００８１】
また、検出手段をひずみゲージとした本発明によれば、ひずみゲージを弾性部材の弾性変
形による応力が大きい位置に設けているので、可動板の変位を高精度に検出することがで
きる。
【００８２】
また、半導体製造プロセスを用いてモノリシックに一体形成される本発明の光スキャナに
よれば、特性のばらつきの少ない光スキャナを安価に大量に生産できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第一実施形態に係る光スキャナの構成を示す斜視図。
【図２】図２は、図１に示す光スキャナの中心軸線であるＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図３】図３は、図１に示す光スキャナのＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図４】図４は、第一実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図。
【図５】図５は、第一実施形態に係る光スキャナの使用状態を示す図。
【図６】図６は、第一実施形態に係る光スキャナの変形例を示す斜視図。
【図７】図７は、第一実施形態に係る光スキャナの変形例を示す斜視図。
【図８】図８は、第一実施形態に係る光スキャナの変形例を示す斜視図。
【図９】図９は、第二実施形態に係る光スキャナの構成を示す斜視図。
【図１０】図１０は、図９に示す光スキャナのＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図１１】図１１は、図９に示す光スキャナのＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図１２】図１２は、第二実施形態に係る光スキャナの可動板及び弾性部材を表わす上面
図
【図１３】図１３は、第二実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図。
【図１４】図１４は、第二実施形態に係る光スキャナの配線に作用する応力のシミュレー
ション結果を示す図。
【図１５】図１５は、第二実施形態に係る光スキャナの配線に作用する応力のシミュレー
ション結果を示す図。
【図１６】図１６は、第二実施形態に係る光スキャナの配線に作用する応力のシミュレー
ション結果を示す図。
【図１７】図１７は、第二実施形態に係る光スキャナの配線に作用する応力のシミュレー
ション結果を示す図。
【図１８】図１８は、第二実施形態に係る光スキャナのレーザ走査顕微鏡への応用を示す
図。
【図１９】図１９は、第二実施形態に係る光スキャナの変形例を示す斜視図。
【図２０】図２０は、第二実施形態に係る光スキャナの変形例を示す斜視図。
【図２１】図２１は、第三実施形態に係る光スキャナの弾性部材を表わす上面図。
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【図２２】図２２は、図２１に示す光スキャナのＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図２３】図２３は、第三実施形態に係る光スキャナの制御回路を示すブロック図
【図２４】図２４は、第三実施形態に係る光スキャナの製造工程を示す図である。
【図２５】図２５は、従来の光スキャナを示す斜視図。
【符号の説明】
１２０，４０１，５０１　可動板
１３０，４０２，５０２　弾性部材
１１０，４０３，５０３　支持体
１５０，４０４　永久磁石
１４２，１４３，４０８，５０８，５３１　配線
５３０　ひずみゲージ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】
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